
議
第
四
六
号

奈
良
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
額
、
費
用
弁
償
額
及
び
期
末
手
当
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
額
、
費
用
弁
償
額
及
び
期
末
手
当
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
（
昭

和
三
十
一
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
次
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
「
以
内
の
期
間
」
の
下
に
「
（
以
下
「
基

準
期
間
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
期
末
手
当
の
支
給
制
限
）

第
十
条

基
準
期
間
に
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
議
員
報
酬
を
減
額
し
て
支
給
す
る
期
間
（
以
下

「
減
額
支
給
期
間
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

期
間
に
係
る
期
末
手
当
は
、
こ
れ
を
減
額
し
て
支
給
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
額
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
基
準
期
間
ご
と
に
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
在
職
期
間
に
応
じ
て
算
定
し
た
額
に
、
減
額
支
給
期
間
の
月
数
を
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
月

数
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
条
第
十
二
項
に
規
定

す
る
議
案
の
審
査
若
し
く
は
議
会
の
運
営
に
関
し
協
議
若
し
く
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
」
を
「
協
議

等
の
場
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
議
員
報
酬
の
支
給
制
限
）

第
七
条

議
員
が
長
期
欠
席
（
一
の
定
例
会
の
開
会
の
日
か
ら
当
該
定
例
会
の
閉
会
の
日
後
最
初
に
開

か
れ
る
定
例
会
の
閉
会
の
日
（
以
下
「
閉
会
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
開
か
れ
る
議
会
、
委
員

会
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
議
案
の
審

査
又
は
議
会
の
運
営
に
関
し
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
以
下
「
協
議
等
の
場
」
と
い
う
。
）
、

同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
議
員
の
派
遣
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
議
会
又
は
委
員
会
の
活
動

（
以
下
「
会
議
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
う
ち
、
当
該
議
員
が
出
席
す
べ
き
会
議
等
の
全
て
を
欠
席

す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
閉
会
日
後
に
当
該
議
員
が
最
初
に
会

議
等
に
出
席
し
た
日
の
属
す
る
月
（
以
下
「
出
席
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
が
閉
会
日
の
属
す
る
月

（
以
下
「
閉
会
月
」
と
い
う
。
）
の
翌
月
以
後
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

閉
会
月
の
翌
月
か
ら
出
席
月
の
前
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
議
員
報
酬
は
、
こ
れ
を
減
額
し
て
支
給
す



る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
議
員
が
出
産
の
た
め
出
席
で
き
な
い
と
し
て
、
当
該
出
産
の
予
定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
予
定
日
（
出
産
し
た
と
き
は
、
当
該

出
産
の
日
）
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
範
囲
内
で
、
出
席
で
き
な
い
期
間
を
明
ら
か
に
し

て
、
あ
ら
か
じ
め
議
長
に
届
け
出
て
い
る
場
合

二
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
十

二
月
奈
良
県
条
例
第
十
五
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
災

害
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
欠
席
す
る
場
合

三
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十

四
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
患
者
又
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
で
あ
る
場
合

四
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
療
養
を
要
す
る
旨
の
医
師
の
診
断
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、

当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
欠
席
に
つ
い
て
、
議
長
が
議
会
運
営
委
員
会
に
諮
つ
て
や
む
を
得
な

い
も
の
と
認
め
た
場
合

２
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
減
額
す
る
議
員
報
酬
の
額
は
、
当
該
長
期
欠
席
の
期
間
に
お
け
る
職
務

に
応
じ
て
第
二
条
に
定
め
る
議
員
報
酬
の
月
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理
由

長
期
欠
席
し
た
県
議
会
議
員
に
支
給
す
る
議
員
報
酬
及
び
期
末
手
当
の
額
を
減
じ
る
た
め
、
所
要
の

改
正
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


